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別紙１ 

仕  様  書  

 

１ 件  名 

  オンライン英会話教室事業業務委託 

 

２ 履行期間 

  令和８年５月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 履行場所 

  港区立中学校１０校等（別紙１「履行場所一覧」のとおり） 

 

４ 目的及び到達目標 

オンライン英会話教室（以下「英会話教室」という。）を通して、個々の

希望に沿ったきめ細やかな指導を行うことで実践的な英語でやり取りする

力の育成を図り、発達段階を考慮した授業時間外の学びの時間を充実させ、

真の国際人としての資質を育成することを目的とする。 

到達目標における最低限の基準としては、受講した全ての生徒におい

て、東京都教育委員会が実施する中学校英語スピーキングテスト（ＥＳＡ

Ｔ－Ｊ）で、中学校１年生及び中学校２年生はエクセレント、中学校３年生

はグレードＡのスピーキング能力を身につけることとする。目標の基準とし

ては、ＣＥＦＲ（ヨーロッパ共通参照枠）に準拠し、Ｂ１レベルの英語スピ

ーキング能力を身につけることを目標の目安とする。 

   

５ 業務内容 

受注者は、発注者及び学校との協議・調整のもと、中学校１年生から中

学校３年生までの生徒を対象に、英語を公用語とする国や地域に居住経験の

ある外国人講師による英会話教室を以下のとおりの内容で実施すること。 

なお、レッスン回数について５月から３月までの期間で年間４００回の

実施とし、夏季休業期間、冬季休業期間、春季休業期間は実施しないもの

とする。回数の詳細については別紙「レッスンスケジュール表」のとおりと

する。 

（１）グループレッスン 

   別紙２「レッスンスケジュール表」（Ａグループ・Ｂグループの２パター

ンで実施。以下同じ）のとおり、原則水曜日に発注者が指定する中学校１

０校で、４名までの生徒に対して１グループを作成し、グループレッス
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ンを行うものとし、レッスン時間については１時間を原則とする。外国

人講師はオンラインでレッスンを行い、生徒は原則、中学校に参集しレ

ッスンを受講する。ただし、希望する場合は、自宅からでのオンライン

でのレッスンの受講も可能とする。グループレッスンについては３６０

名を上限とし、原則各学年３グループずつの合計９グループがレッスン

を受講できるように行うこと。また、１グループにつき、原則月２回レ

ッスンを行うものとする。 

（２）マンツーマンレッスン 

   別紙「レッスンスケジュール表」のとおり、生徒が指定する月曜から金

曜までの曜日・時間帯（１６時半～１８時半のいずれかの時間）で、レッ

スン時間は３０分を原則とする。外国人講師はオンラインでレッスンを行

い、生徒は区が貸与しているＧＩＧＡスクール端末を利用し、自宅からオ

ンラインで英会話レッスンを受講する。生徒の上限は４０名とし、４０名

を超える応募があった場合は発注者と協議すること。また生徒１名につ

き、原則月２回レッスンを行うものとする。 

（３）生成ＡＩを活用した英会話アプリケーション等 

 ア アプリケーションの利用開始前に生徒や保護者への説明を行うこと。 

イ 各生徒のアプリケーションの進捗を確認し、受注者に報告すること。

進捗が芳しくない生徒については、受注者がフォローを行い、アプリ

ケーションの活用が進むようにすること。 

ウ レッスン外も生徒がアプリケーションを自習用等に利用できるように

すること。 

（４）事前・事後検証 

 英会話教室の効果を測るため、５月にグループわけの参考とする実力

テスト、３月に習熟度テストを実施すること。 

※検証方法及び内容については、受注者が提案すること。 

（５）管理業務 

ア 英会話教室に参加したい生徒の希望を、オンライン上で受付する仕 

組みを整え、提供すること。 

イ 受付した生徒に対して英会話教室の実施概要等を説明した説明動画を

準備し、生徒に配布すること。 

ウ マンツーマンレッスンの希望曜日・時間帯を集約し、生徒が受講できる

よう調整を行うこと。 

エ 外国人講師が使用するＩＣＴ機器の準備をすること。 

オ 学校でのグループレッスン当日に確実に英会話教室が実施できるよ

う、事前に、実施する学校を訪問し、端末やオンラインツール、通信環
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境のテスト等、必要な事項の確認及び調整を行うこと。 

カ 生徒の自宅で、確実に英会話教室が確実に実施できるよう、専用のヘル

プデスクを設け、受講する生徒や保護者からの問合せ対応を行うこと。 

キ 学校での英会話教室の実施時には、ＩＣＴ機器の取扱い及び外国人講師

との連絡・調整に優れた者を学校に配置し、英会話教室の進行管理を含

め、確実に実施できる体制を整えること。 

ク レッスンの出欠席について管理し、必要に応じて保護者に連絡を行うこ

と。 

ケ 実施内容については、事前に発注者と打合せを行い、到達目標に寄与す

る指導案及び教材を作成し、提供すること。 

 

６ 外国人講師の条件 

本業務の履行に係る外国人講師は以下の条件を全て満たす者とする。 

（１）英語を公用語とする国や地域に居住経験があり、標準的な英語を使用す

る者 

（２）心身ともに健康である者 

（３）本業務の履行に必要な水準の指導技術を有する者 

（４）港区の国際理解教育プログラムを理解し、積極的に生徒と交流し、親

しみやすい指導者として人格的に優れている者 

（５）中学校学習指導要領及びその他業務遂行に必要な研修が終了している者 

 

７ 業務実施計画書及び業務実施報告書の提出 

（１）業務実施計画書 

  ア 受注者は、業務実施に当たり、実施方法等を記載した業務実施計画書

を契約開始後、発注者に速やかに提出し、発注者の承認を得ること。 

  イ 受注者は、上記アにより提出した内容を変更する場合は、発注者の承

諾を得なければならないものとする。なお、発注者の承諾を得て変更す

る場合、新たな業務実施計画書を速やかに提出するものとする。 

（２）業務実施報告書 

  ア 月次報告書 

    １か月毎の業務実施報告書を、翌月１０日までに１部提出すること。 

    対象生徒の学習状況の記録を提出すること。 

  イ 全体報告書 

    本業務の履行を完了した後、本業務全体の実施報告書を紙で１部提出

すること。 
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８ 支払方法 

（１）上記５の業務内容のうち、（１）及び（２）は英会話教室１回ごとの単価

契約とする。それ以外は総価契約とする。 

（２）契約代金は、各月の履行確認後、受注者からの書面による請求に基づき、

支払うものとする。 

 

９ 個人情報の取扱い 

（１）受注者は、個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び別紙

３「個人情報等取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならないものと

する。 

（２）この業務委託により知りえた個人情報の秘密保護に万全を期し、本事業の

目的以外に個人情報を使用してはならない。 

（３）受注者は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認定するプライバシ

ーマーク又は同等の認証機関が定める認定資格を取得していること。 

（４）受注者は個人情報の取扱いに関する責任者を設置し、従事者に対する個人

情報の適正な管理、保護について徹底すること。 

（５）受注者は、従事者への個人情報取扱に関する研修の実施と書面による区へ

報告を行うこと。 

（６）受注者は当該業務に従事する者を限定し、業務に従事する者の氏名、所属、

連絡先を記載した名簿及び個人情報保護に関する誓約書を契約締結後、速

やかに区に提出すること。 

（７）本業務で、受注者が所有するコンピュータ（サーバ、パソコンや携帯情報

端末等の端末装置）や受注者が利用するクラウドサービスに個人情報（個人

情報を含む電子データ）を保管する際は、港区情報安全対策指針や国が定め

たセキュリティ対策ガイドラインに基づき、以下の事項を順守すること。 

ア 専用線又は専用線に準じた安全性を持つネットワークで接続されたク

ラウドサービスやコンピュータにのみ個人情報を保管すること。 

イ コンピュータを使用する従事者ごとにユーザＩＤ及びログインパスワ

ードを設定し、個人情報へのアクセス制限をすること。 

ウ 個人情報を保管する際は、暗号化、パスワード付与等の漏えい防止対策

をすること。 

エ 本業務で利用するコンピュータには、最新のウイルス検知ソフトを導

入し、ウイルスチェックを行うこと。また、ウィニー等の不特定多数のユ

ーザとファイルを共有できるソフトの導入は禁止する。 

オ 従事者の個人が所有するコンピュータ及び外部記録媒体を本業務に使

用することを禁止する。 
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（８）発注者が提供する参加者名簿及び業務実施に伴い受注者が収集する個人

情報の記録媒体は、当該事業の終了後、紙や持ち運びのできる記録媒体につ

いては速やかに発注者に返還し、パソコンのハードディスク等持ち運びの

できない記録媒体については廃棄もしくは消去をすること。 

（９）受注者は、帳票類及び外部記録媒体に記録されたものを含む個人情報の取

扱いについて、以下の事項を遵守すること。 

ア 本業務での取扱いを認められた個人情報以外の個人情報の収集及び保

管を禁止すること。 

イ 本業務を実施する場所以外での個人情報の保管及び利用を禁止するこ

と。 

ウ 個人情報は、専用ケース等に入れて施錠した上で持運び、収受及び運搬

状況を記録すること。 

エ 受注者が所有するコンピュータに保管していた個人情報は、業務終了

後速やかに削除ソフトを用いてデータ復元が不可能な措置を行い、消去

報告書を提出すること。 

 

１０ 受注者の責務 

（１）受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期

し、事故防止に関する必要な措置を講ずること。 

（２）受注者は常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状

況について確認の上適宜報告すること。 

（３）関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行

うこと。 

（４）業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期間

満了後においても同様とする。 

（５） 受注者は「港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を遵守する

こと。また、ハラスメントが発生した場合、発注者と連携して適切に対応す

ること。 

（６）受注者は、「港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」

の趣旨を踏まえ、適切な対応を図ること。 

（７）受注者は、本契約の履行に当たり、「港区環境美化の推進及び喫煙による

迷惑の防止に関する条例」（平成９年港区条例第４２号）第９条に規定する

みなとタバコルールを遵守すること。 

（８）受注者は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守

り、あらゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。 

（９）受注者は、本契約の履行に当たり、地球温暖化防止のため、省エネルギー
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対策に努めること。 

 

１１ 環境により良い自動車利用について 

（１）本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健

康と安全を確保する環境に関する条例（平成１２年東京都条例２１５号）の

規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における

総量の削減等に関する特別措置法（平成４年法律第７０号）の対策地域内

で登録可能な自動車利用に努めること。 

（２）電動車を始め、低公害・低燃費な自動車利用に努めること。電動車とは、

電気自動車（ＥＶ）、プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）、燃料電池自

動車（ＦＣＶ）、ハイブリッド自動車（ＨＶ）の総称を指す。 

（３）適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質

減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速や

かに提示し、又は提出すること。 

（４）本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性

能表示に係るガイドライン（平成２９年３月１６日改正２８環改車第７９

０号）」に規定する評価基準Ａランク以上の車両を供給すること。 

 

１２ その他 

（１）事前の調整や当日の実施について、学校現場に負担がかからないように

十分配慮すること。 

（２）交通費、指導業務に必要な教材等一切の諸経費は、委託料に含むものと

する。 

（３）感染症、自然災害（台風・大雨・降雪その他）等のトラブルが起こり、

英会話教室の実施の中止を発注者と受注者が決定した場合、協議の上で

実施日を変更できるものとする。 

（４）本仕様書に定めのない事項及び仕様書の内容に疑義が生じた場合は、発

注者と受注者が協議してこれを定めるものとする。 

 

１３ 担当者 

港区教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課先端教育担当   

０３－３５７８－２７８７ 



Ｎｏ． 学校名 所 　　在　　 地

1 御成門学園御成門中学校 西新橋３－２５－３０

2 三田中学校 三田４－１３－１３

3 高松中学校 高輪１－１６－２５

4 港南中学校 港南４－３－３

5 白金の丘学園白金の丘中学校 白金４－１－１２

6 六本木中学校 六本木６－８－１６

7 高陵中学校 西麻布４－１４－８

8 赤坂学園赤坂中学校 赤坂９－２－３

9 青山中学校 北青山１－１－９

10 お台場学園港陽中学校 台場１－１－５

別紙１

履行場所一覧
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別紙３ 

個人情報等取扱いに関する特記事項 

                         令和５年４月１日改正 

 

（基本的事項） 

第１条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務

を処理するための個人情報の取扱いに当たっては､個人情報の保護に関す

る法律(平成１５年法律第５７号)、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律(平成２５年法律第２７号)、港区個人

情報の保護に関する法律施行条例（令和４年港区条例第５３号）及び港区

議会の個人情報の保護に関する条例（令和４年港区条例第６７号）を遵守

し、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密保持等の義務） 

第２条 受注者は、この契約により受託した事務に関して知り得た個人情報

をみだりに他人に知らせてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も

同様とする。 

２ 受注者は、この契約により受託した事務に従事する者及び従事した者に

も、前項の義務を遵守させなければならない。 

（目的外利用等の禁止） 

第３条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を委託され

た事務以外の用途に利用してはならない。 

２ 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を第三者に提供

し、又は譲渡してはならない。 

（再委託） 

第４条 受注者は、この契約により受託した事務の一部を第三者に再委託す

る必要がある場合は、あらかじめ発注者に通知し、承諾を得なければなら

ない。 

２ 受注者は、この契約により受託した事務について前項の規定により第三

者に再委託する場合は、この契約により求められる安全管理措置と同等の

措置を講ずることができる事業者を再委託先とし、この契約と同等の安全

管理措置を義務付ける再委託契約を結ばなければならない。また、受注者

は再委託先に対して適切な監督を行い、発注者の求めに応じて、その状況

を報告しなければならない。 

３ 前２項の規定は、再委託先が受注者の子会社（会社法（平成１７ 年法

律第８６ 号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場

合も同様とする。 

（複写、複製等の禁止） 

第５条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を発注者の

許可なく複写し、又は複製してはならない。 
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２ 受注者は、この契約により受託した事務の範囲を越えて、個人情報の加

工、再生等をしてはならない。 

（個人情報の安全管理措置） 

第６条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情

報の安全な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（事故発生時等における報告及び対応の義務） 

第７条 受注者は、個人情報の漏えいその他の個人情報の保護に関する事故

が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに発注

者に通知し、当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況を書面

をもって発注者に報告しなければならない。また、受注者は、情報セキュ

リティにおいて問題が発生した場合は、検査、セキュリティ監査等の実地

調査に対応しなければならない。 

（返還及び廃棄の義務） 

第８条 受注者は、この契約により受託した事務が完了したとき又はこの契

約が解除されたときは、受託した事務に係る個人情報を速やかに発注者に

返還しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該個人情報を発注者の指示に基

づき廃棄するときは、第三者の利用に供されることのないよう、電磁的記

録媒体の物理的な破壊、消去、溶解、裁断その他当該個人情報を判読不可

能とするために必要な措置を講じなければならない。 

（契約の解除、公表措置及び損害賠償義務） 

第９条 発注者は、受注者が個人情報等取扱いに関する特記事項に掲げる義

務に違反し、又は義務を怠った場合は、この契約を解除することができる。 

２ 前項の場合において、発注者は、その事実を公表することができる。 

３ 第一項の場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者はその損

害を賠償しなければならない。契約期間満了後も同様とする。 

（監査・検査への協力等） 

第１０条 発注者は、受注者がこの契約により受託した事務の処理に伴う個

人情報の取扱いについて、個人情報等取扱いに関する特記事項に基づき、

必要な措置を講じていることを確認するため、受注者に報告を求めること

ができる。 

２ 発注者は、受注者に通知し、個人情報の管理状況について監査・検査を

実施することができる。再委託先についても同様とする。  

 

（第１１条から第１６条までの条文は、「特定個人情報（※）」の取扱業務を

委託する契約のみ） 

（特定個人情報管理体制の整備）  

第１１条 受注者は、委託業務を統括管理する部署に特定個人情報保護管理

責任者を置き、委託業務を実行する部署に特定個人情報保護責任者を置か
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なければならない。 

（特定個人情報を取り扱う従業者の明確化） 

第１２条 受注者は、特定個人情報を取り扱う従業者及びその役割を指定し、

事前に従業者名簿を発注者へ提出しなければならない。 

（従業者への教育訓練及び監督）  

第１３条 受注者は従業者に対して、委託業務を行うために必要な教育及び

訓練を実施し、継続的に監督するとともに、秘密保持契約を締結する等の

人的安全管理措置を講じなければならない。 

（持出しの禁止） 

第１４条 受注者は、この契約により受託した事務に係る特定個人情報を指

定された区域から持出ししてはならない。 

（契約内容の遵守状況についての報告） 

第１５条 受注者は、契約内容の遵守状況、特定個人情報の安全管理体制等

を書面で報告しなければならない。 

（安全管理措置の改善） 

第１６条 受注者及び発注者は、第９条に基づく監査・検査の結果及び前条

に基づく委託業務の遵守状況等についての報告を踏まえ、委託業務におけ

る特定個人情報の安全管理措置の改善要否を協議し、改善が必要と判断し

た場合は双方協力のうえ対応しなければならない。 

※「特定個人情報」とは、「行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）」第２条第８項に規

定する特定個人情報をいう。 

 

（以下の条文は、該当する契約のみ） 

（電磁的記録媒体の保管） 

第１７条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録し

た電磁的記録媒体を施錠して保管しなければならない。 

（電磁的記録媒体の搬送） 

第１８条 受注者は、この契約により受託した事務に係る個人情報を記録し

た電磁的記録媒体を持ち出す場合は、電磁的記録の暗号化処理又はこれと

同等以上の保護措置を施し、専用ケース等に入れて施錠した上で、安全対

策を施して搬送しなければならない。 


